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「三重地方税管理回収機構」の概要について 
 
  三重地方税管理回収機構は、市町村税の徴収体制を強化するため、県内全域で滞納

整理を行う一部事務組合として県内全市町村が構成団体となり平成16年4月 1日に
設立されました。県内各市町の滞納整理困難事案を引き受け、専門的徴収手法を駆使

し、滞納処分を前提に迅速に滞納整理を行っています。 
 
組織の概要 
（１）性格と名称 
 

○地方自治法第２８４条に基づく一部事務組合 
○「三重地方税管理回収機構」 

（２）構成団体 
 
 
 
 

○県内全市町（２９市町 設立時は６６市町村） 
○支援団体である県からの支援策を受ける。 
 ・県職員の派遣（３名） 
 ・県補助金（H16・17 は 1,700 万円、H18 は 850 万
円） ※H19から廃止 

 ・事務所としての県有施設の提供（県津庁舎） 

（３）処理業務 
 
 
 
 

○市町村税・個人県民税の滞納整理 
 （原則として国民健康保険税を除く） 
○滞納処分の執行停止、不納欠損処分の適否判定 
○滞納整理に係る実務研修 
○滞納整理に係る個別相談 

（４）処理基準 
 
 

○当該市町での整理困難事案 
○不動産公売事案 
○滞納処分の執行停止、不納欠損処分検討事案 

（５）平成２２年度の

活動状況 
（平成２３年３月末） 

 

 

 

・滞納事案の引き受け状況 
２８市町から７１４件、 １５億４，９６１万円。 

・徴収状況 

６億３，４８２万円を徴収。完納件数は１１１件。 

・滞納処分状況 

９９９件を差押え、２億６，０１１万円を換価。 
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注１：個人住民税の特別徴収 

    給与支払者が、所得税の源泉徴収と同様に、個人住民税の納税義務者である給与所得者に代わっ

て、毎月従業員に支払う給与から個人住民税（個人市町民税＋個人県民税）を徴収（天引き）し、納入

する制度です。 
 

注２：平成２１年度の取組成果について 

 平成 21 年度においては、下記の通り成果があがったものと考えます。 

①納税義務者数に占める特別徴収義務者数の割合＝４．９ポイント増加 

②個人住民税の調定額に占める特別徴収額の割合＝３．８ポイント増加 

③個人住民税の増収効果（推計値）＝約４．６億円増 

 

 

③平成２３年度の取組みについて 

三重県地方税収確保対策連絡会議において、複数年かけて継続的に取組を進めていくこと 

が決定されており、平成２３年度以降も引き続き、市町と県とで連携して、これまでと同様の取組 

を進め、特別徴収への切り替えを促進していく予定です。 

また、県と市町で構成している「個人住民税特別徴収加入促進研究会」において、先行的な 

取組をしている自治体の事例を参考としながら、全指定に向けた取組を進め、個人住民税の滞

納額の縮減に努めていきたいと考えています。 

 

 

２ 個人住民税特別滞納整理班の設置等（平成２２年度～） 

①取組の主旨  

平成２２年度から、税務政策室内に「個人住民税特別滞納整理班」を設置し、県内

１０市町注 ３からの職員派遣とあわせて個人住民税の滞納案件を受け入れ、県職員６

名（総務部滞納整理特命監１名含む）と市町職員が協働して、地方税法第４８条注 ４に

基づき、県による個人住民税の直接徴収を実施しています。 

滞納整理業務に精通した県職員を配置し、滞納整理のノウハウを市町職員と共有しながら、

一カ所で集中して、大量に組織的に困難案件も含めた滞納整理を実施しています。このことで、

派遣市町職員の滞納整理技術の向上により、当該市町の徴収率の向上を図っています。 
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コンビニエンスストアによる収納（コンビニ収納）の概要について 

 

１．導入の背景 

平成１５年４月の地方自治法施行令の改正により、地方税の収納事務をコンビニ

エンスストア等の私人に委託することが可能となりました。これを受けて、平成１

６年４月より東京都と福岡県が自動車税のコンビニ収納を開始し、現在では全都道

府県で導入されています。 

三重県では平成１９年度から自動車税のコンビニ収納を導入し、金融機関等の営

業時間内に限られていた納付機会を２４時間いつでもできるように拡大していま

す。 

  

① 自動車税事務所：納税通知書の発行 

② 納税義務者：納税通知書の受取 

③ 納税義務者：コンビニエンスストアで納付 

④ コンビニ店舗：コンビニ本部を経由して収納代行会社へ収納情報及び収

納金を送付 

⑤ 収納代行会社：三重県へ収納情報及び収納金を送付 

２．導入経費 

平成１８年度  三重県税務総合システム改修費用等 ３５，３３４千円 

平成１９年度～ コンビニ収納取扱手数料（取扱件数×６１．９５円） 

                        22年度実績 １５，１５１千円 

３．対象税目【自動車税】 

（１） 事前にバーコードを印字する必要があることから、納税通知書を発送する税

金であること。 

（２） １件当たりの税額が高額でないこと。（コンビニでは３０万円が上限とされて

いる） 

（３） 毎年約７８万件を課税しており、その納税者の数も膨大であることから、県

民の利便性の向上に最も効果があり、県民の要望に応えることとなると判断し

ました。 
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４．収納事務の委託を行うコンビニチェーン 

 県内に１０店舗以上又は県外居住者等に配慮し愛知県かつ大阪府で５０店舗以

上営業しているコンビニ店を選定 

   コンビニ本部名             （コンビニ店舗名）    

・（株）サークルＫサンクス        （サークルＫ、サンクス） 

・（株）ファミリーマート         （ファミリーマート、エーエム・ピーエム） 

・（株）ローソン             （ローソン） 

・ミニストップ（株）           （ミニストップ） 

・（株）ココストア            （ココストア、エブリワン） 

・（株）セブン-イレブン・ジャパン （セブン-イレブン） 

・（株）デイリーヤマザキ     （デイリーヤマザキ、ヤマザキデイリーストアー） 

５．コンビニ収納できる納付書等 

  ・自動車税納税通知書 

  ・督促状、催告状、差押事前通知書 

  ・口座振替不能通知書兼納付書 

  ・減額通知書兼納付書 

  ・延滞金納付書 

  以上外部委託帳票 

・県税事務所が発行する納付書 

  ・自動車税事務所が発行する納税通知書 

６．導入の効果 

コンビニ収納は、２４時間いつでも納付ができるため、金融機関の窓口時間外の

納税義務者の利便性が向上したものと考えます。 

平成２３年度納期内にコンビニ利用した内訳 

収納件数１７７，８２２件で全体の２９．４％ 

収納金額は、約６７億円で全体の３０．６％  

うち金融機関の営業時間外（旧祝日を含む）収納件数118,854件（66.8％） 

平成２３年度の自動車税納期内納付の状況 

件数  ７７．９％（導入前１８年度７４．０％） 

収納額 ７６．７％（導入前１８年度７２．７％） 

７．課題等 

・ 収納手数料が高い。 

・ 延滞金を計算して収納してもらえない。（バーコードに設定した金額以上の収

納ができない。） 

・ 収納金額（税額）に３０万円の上限があるため、他税目への拡大が難しい。 

8．参考 

  ・ 県内市町のコンビニ収納の実施状況(H23.7現在) 

     津市、四日市市、玉城町等 １６市町（税目：軽自動車税、固定資産税等） 

  ・ 自動車税以外の税目でコンビニ収納を行っている都道府県(H23.7現在) 

     埼玉県、東京都、愛知県等 １０都県（税目：個人事業税、不動産取得税等） 


